
 
 

 
和 解 契 約 書 

 原子力損害賠償紛争解決センター平成○○年（東）第○号事件（以下「本件」と

いう。）について、申立人株式会社Ｘ（以下「申立人」という。）と被申立人東京電

力株式会社（以下「被申立人」という。）は、申立人が、その施設所在地付近（省略）

で産出される野菜類を宿泊客に提供することを特徴とする（省略）業態をとってい

ることに着目し、中間指針第７の２「農業の風評被害」及び第８「間接被害」の基

準を参酌することにより、下記期間の申立人の減益について、本件原子力事故との

間に一定割合において相当因果関係があることを相互に確認の上、次のとおり和解

する。 
 
１ 和解の範囲 
  申立人と被申立人は、本件に関し、下記の損害項目及び期間について和解する。 

記 
       損害項目  営業損害 
       期  間  自 平成２３年３月１１日 
             至 平成２３年５月３１日 
２ 和解金額 
  被申立人は、申立人に対し、前項の損害項目及び期間についての和解金として、

金３，１７４，６５１円の支払義務のあることを認める。 
３ 支払方法 
  （省略） 
４ 清算 

申立人と被申立人は、本和解に定めるもののほか、本件に関して当事者間に何

らの債権債務がないことを相互に確認する。 
５ 手続費用 
  本件に関する手続費用は、各自の負担とする。 
 
 本和解の成立を証するため、本和解契約書を２通作成し、申立人及び被申立人が

記名押印の上、各自１通を保有するものとする。また、被申立人は、本和解契約書

の写し１通を、原子力損害賠償紛争解決センターに交付する。 
平成２４年３月２９日 
 
（仲介委員長 荒井史男、仲介委員 遠山 信一郎、同 河井 聡） 

 

 本件事故当時、埼玉県で観光業等を営んでいた申立人が、営業損害の損害賠償

を求めた事例。 


